○東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱

(趣旨)
第１条　この要綱は、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とし、東洋町にある既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事を行う者に対する補助金の交付について、東洋町補助金等交付規則（平成19年東洋町規則第12号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　既存住宅　昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅（人の居住の用に供する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）をいう。）ただし、次に掲げるものを除く。
ア　国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ　販売を目的とするもの
（２）　既存木造住宅　既存住宅のうち、木造の住宅（在来工法（軸組構法及び伝統構法をいう。）又は枠組壁工法による戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。）をいう。
（３）　既存非木造住宅　既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅（戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。）をいう。
（４）　耐震診断士　高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士（以下「耐震診断士」という。）をいう。
（５）　構造設計一級建築士等　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条の２の２第３項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター（一般財団法人日本建築防災協会）の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士（以下「掲載建築士」という。）をいう。
（６）　木造住宅耐震診断　建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４条第３項の規定による平成１８年１月２５日付け国土交通省告示第１８４号の別添建築物の耐震診断の指針第１の１の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき、耐震診断士が建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
（７）　非木造住宅耐震診断　既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価することをいう。
（８）　評点　２０１２年改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成２７年６月発行）に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は２０１２年改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成２５年６月発行）に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成２２年３月発行）に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成１９年３月発行）に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は平成１９年９月３０日までに実施した耐震診断における高知県木造住宅耐震診断マニュアル（平成１５年９月１日制定）に基づく耐震診断による総合評点（以下「評点」という。）をいう。
（９）　登録設計事務所　高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された建築士事務所をいう。
（10）　登録工務店　高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
（11）　耐震改修設計　地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書（計画書、見積内訳書を含む。）の作成（既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅においては構造設計一級建築士等が行うものに限る。）をいう。
（12）　耐震改修工事　地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事（既存木造住宅については登録工務店が行うものに限る）をいう。
(補助対象者)
第３条　補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
（１）　現に居住の用に供している東洋町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
（２）　東洋町税及び高知県税を滞納していないこと。
（３）　東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成25年規則第２号）第２条第２項第５号に規定する者（以下「排除措置対象者」という。）でないこと。また、排除措置対象者を契約の相手方としない等の措置を講じる者であること。
(補助対象事業)
第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が行う東洋町内の既存住宅に係る事業で、別表第１及び別表第２に定める補助要件を満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金額は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第６条　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業の着手予定日１週間前までに東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付申請書（第１号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付申請書（第２号様式）に、その申請の区分に応じて、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
（１）東洋町住宅耐震改修設計費補助事業
ア　耐震診断報告書（写し）
イ　耐震改修設計図書作成に係る見積書
ウ　町税に関する証明書
エ　高知県税納税証明書
オ　構造設計一級建築士証（写し）（非木造住宅耐震改修設計の場合。ただし、掲載建築士はこれを省略することができる。）
（２）東洋町住宅耐震改修工事費補助事業
ア　改修計画書（第３号様式）
イ　位置図、配置図、平面図等
ウ　改修工事後の想定耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、精密診断法による改修工事後の想定耐震診断報告書）
エ　耐震改修工事に係る見積内訳書
オ　町税に関する証明書
カ　高知県税納税証明書
２　補助事業者は、第１項の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（前条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に基づき仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に６３分の１７を乗じて得た額を加えた額をいう。以下同じ。）があるときは、これを減額して申請しなければならない。
（補助金の交付決定）
第７条　町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、これを決定したときは東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付決定通知書（第４号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書（第５号様式）によって、これを決定しないときはその旨を書面によって、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認等)
第８条　前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更し、又は中止しようとするときはあらかじめ補助事業変更等承認申請書（第６号様式）に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、当該変更の内容が補助対象の３０パーセント以内の増減であって、かつ補助金額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
２　町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、東洋町住宅耐震改修費等補助事業変更決定通知書(第７号様式)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、東洋町住宅耐震改修設計費補助事業実績報告書（第８号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助事業実績報告書（第９号様式）に、その補助金の区分に応じて次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。（１）東洋町住宅耐震改修設計費補助事業
ア　位置図、配置図、平面図等
イ　改修工事後の想定耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、精密診断法による改修工事後の想定耐震診断報告書）
ウ　設計代金請求書（写し）
エ　補助対象経費にかかる領収書（写し）又は、補助対象経費から補助相当額を控除した額の領収書（写し。ただし、補助対象経費が補助相当額と同じである場合は除く。）
（２）東洋町住宅耐震改修工事費補助事業
ア　改修工事後の耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、選任した耐震診断士が作成した精密診断法による改修工事後の耐震診断報告書）
イ　竣工図（改修内容の記載されたもの）
ウ　写真（耐震改修工事のすべての補強内容が確認できるもの）
エ　工事請負契約書（写し）
オ　工事代金請求書（写し）
カ　工程表
キ　補助対象経費にかかる領収書（写し）又は、補助対象経費から補助相当額を控除した額の領収書（写し。ただし、補助対象経費が補助相当額と同じである場合は除く。）
(補助金の確定額の算定)
第１０条　町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、東洋町住宅耐震改修設計費補助金確定通知書（第１０号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助金確定通知書（第１１号様式）より、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした補助事業者が排除措置対象者に該当すると認める場合を除く。
(交付申請の取下げ)
第１１条　補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から２週間以内に、その旨を書面で町長に届け出るものとする。
２　前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付請求及び代理受領)
第１２条　補助事業者は、第１０条に掲げる確定通知を受けたときは、前条に規定する交付申請の取り下げを行う場合を除き、速やかに町長に東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付請求書（第１２号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付請求書（第１３号様式）により、補助金の交付を請求するものとする。
２　補助事業者は、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受取について当該耐震改修設計を行った耐震診断士又は構造設計一級建築士等が所属する設計事務所若しくは耐震改修工事を行った工務店等（以下「耐震改修事業者」という。）に委任することができる。この場合、耐震改修事業者は前項の東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付請求書（第１２号様式）又は東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付請求書（第１３号様式）に、代理請求及び代理受領に関する委任状（第１４号様式）を添えて、補助金の交付を請求するものとする。
３　町長は、前２項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第１３条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（２） 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
（３） 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
（４） 補助事業を中止又は廃止したとき。
（５） 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
２　町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第１４条　町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(適用除外)
第１５条　町長は、過去にこの要綱に規定する補助金の交付の対象となった既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事に係る補助金を交付しない。
(現場検査等)
第１６条　町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
２　耐震改修工事において現場検査するとき、補助事業者は、木造住宅耐震改修工事については登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を、非木造住宅耐震改修工事については構造設計一級建築士等を検査に立ち会わせなければならない。
(整備保管)
第１７条　補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。
(その他)
第１８条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付　則
この要綱は、公布の日から施行し、令和７年９月１日から適用する。



別表第１（第４条、第５条関係）
	補助事業名
	木造住宅耐震改修設計費補助事業
	非木造住宅耐震改修設計費補助事業

	補助対象経費
	補助対象者が登録設計事務所に依頼して行う耐震改修設計に要する経費
	補助対象者が建築士事務所等に依頼して行う耐震改修設計に要する経費

	補助要件
	次に掲げる事項の全てに該当するもの

	
	①耐震診断士が設計するもの
	①構造設計一級建築士等が設計するもの

	
	②耐震診断の結果、「評点」が１．０未満と診断された住宅に係るもの
	②耐震診断の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの

	
	③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が１．０以上となるもの又は高知県が別に認めたもの
	③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの

	
	当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

	
	対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、
法令違反を是正する場合を除く。

	補助金（上限）
	４４２，０００円／戸

	
	補助金の額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。





別表第２（第４条、第５条関係）
	補助事業名
	木造住宅耐震改修工事費補助事業
	非木造住宅耐震改修工事費補助事業

	補助対象経費
	補助対象者が登録工務店に依頼して行う耐震改修工事に要する経費
	補助対象者が建設業者に依頼して行う耐震改修工事に要する経費

	
	耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。

	補助要件
	次に掲げる事項の全てに該当するもの

	
	①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
	①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの

	
	②耐震診断の結果、「評点」が１．０未満と診断された住宅に係るもの
	②耐震診断の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの

	
	③次のいずれかに該当するもの
ア 標準型
認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が１．０以上となるもの
イ 特殊型
アと同等以上の耐震性があると高知県が認めたもの
	③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの

	
	東洋町住宅耐震改修設計費補助事業を終了していること。又は東洋町木造住宅耐震診断士派遣事業の結果、評点が１．０以上と診断されたものの、精密診断法により診断した結果、評点が１．０未満と診断されたこと。

	
	対象となる既存住宅に、明かな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

	補助金（上限）
	１，５２５，０００円／戸
ただし、利子補給制度（注1）を利用する場合は９５０,０００円/戸

	
	補助金の額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。


（注１）利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。




第１号様式（第６条関係）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
東洋町長　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）

東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付申請書

東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、下記の事業について、補助金の交付を申請します。
　この申請書並びに添付書類に記載された内容を、個人が特定できない範囲で耐震対策関連事業の普及及び啓発目的で利用することに同意します。

記
	住宅所在地
	　東洋町
	

	住宅の構造
	　木造　・　非木造
	

	　耐震診断受診年度
	　　年度
	

	耐震診断の家屋番号又は認定番号
	　
	

	設計書作成着手予定日
	　　　　年　　月　　日
	

	設計書作成完了予定日
	　　　　年　　月　　日
	

	補助対象経費
	　　　　　　　　　　　円（予定）
	

	補助金交付申請額
	円（予定）
	

	　　
	



添付書類
（１）　耐震診断報告書（写し）
（２）　耐震改修設計図書作成に係る見積書
（３）　町税に関する証明書
（４）　高知県税納税証明書
（５）　構造設計一級建築士証（写し）（非木造耐震改修設計の場合。ただし、掲載建築士はこれを省略することができる）



第２号様式（第６条関係）    　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

東洋町長　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）

東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付申請書


　東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、下記の事業について、補助金の交付を申請します。
　この申請書並びに添付書類に記載された内容を、個人が特定できない範囲で耐震対策関連事業の普及及び啓発目的で利用することに同意します。
記

		
	住宅所在地
	　東洋町
	

	
	住宅の構造
	　木造　・　非木造
	

	
	耐震診断受診年度
	　　年度
	

	
	耐震診断の家屋番号又は認定番号
	　
	

	
	改修工事着手予定日
	　　　　年　　月　　日
	

	
	改修工事完了予定日
	　　　　年　　月　　日
	

	
	補助対象経費
	円（予定）
	

	
	補助金交付申請額
	円（予定）
	

	
	利子補給制度の利用
	【リ・バース60】利子補給制度を （　利用する ・ 利用しない　）
	

	
	
	


※　住宅耐震改修工事費補助金･･･補助対象経費の内、上限1,525千円
　　　　　　　　　　　　　　 　利子補給制度を利用する場合、上限950千円
添付書類
（１）　改修計画書（第３号様式）
（２）　位置図、配置図、平面図等
（３）　改修工事後の想定耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、精密診断法によ
る改修工事後の想定耐震診断報告書）
（４）　耐震改修工事に係る見積内訳書
（５）　町税に関する証明書
（６）　高知県税納税証明書
（７）　【リ・バース60】利子補給制度の利用に関する書類（本制度を利用する場合に限る）

第３号様式（第６条関係）
改修計画書


	
	申込者氏名
	
	整理番号
	

	
	
	
	 ※
	

	
	施工者
	
 会社名：
 住　　　　所：
 担当者氏名：
 担当者連絡先：


	

	
	改修工事管理者
（選任耐震診断士）
	
 氏　　　　　　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　 
 耐震診断士登録番号：
 連絡先：
 所属事務所名：
	

	
	診断時の評点又は評価
	
	

	
	耐震改修後の想定評点又は評価
	
	

	
	耐震改修計画の内容
	
	

	
	改修工事費用（予定）
	総額Ａ＋Ｂ
	補助対象工事費：Ａ
	補助対象外工事費：Ｂ
	

	
	
	円 
	円 
	円
	



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 ※欄は記入しないでください。


第４号様式（第７条関係）
番　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様


東洋町長


東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付決定通知書


　　　　年　　月　　日付け補助金交付申請については、下記のとおり決定したので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。

記

	住宅所在地
	

	住宅の構造
	木造　・　非木造

	耐震診断受診年度
	

	耐震診断の家屋番号又は認定番号
	

	事業着手予定日
	年　　月　　日

	事業完了予定日
	年　　月　　日

	補助対象経費
	円（予定）

	補助金交付申請額
	円（予定）



決定の条件
（１）	この補助金は、申請事業以外に使用してはならない。
（２）	東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱を遵守すること。
（３）	この指令に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
（４）	この補助金については、本町職員が調査し、又は監査委員が監査することがある。
（５）	事業内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けること。


第５号様式（第７条関係）
番　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様


東洋町長


東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書


　　　　年　　月　　日付け補助金交付申請については、下記のとおり決定したので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。

記

	住宅所在地
	

	住宅の構造
	木造　・　非木造

	耐震診断受診年度
	

	耐震診断の家屋番号又は認定番号
	

	事業着手予定日
	年　　月　　日

	事業完了予定日
	年　　月　　日

	補助対象経費
	円（予定）

	補助金交付申請額
	円（予定）



決定の条件
（１）	この補助金は、申請事業以外に使用してはならない。
（２）	東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱を遵守すること。
（３）	この指令に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
（４）	この補助金については、本町職員が調査し、又は監査委員が監査することがある。
（５）	事業内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けること。


第６号様式（第８条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　東洋町長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


補助事業変更等承認申請書


　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　号によって　交付決定・変更承認　を受けた補助金について、下記のとおり事業内容の　変更・中止　をしたいので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第８条第１項の規定に基づき、変更等の承認を申請します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　記

１　変更等の理由



２　変更等の区分
・東洋町住宅耐震改修設計費補助事業
・東洋町住宅耐震改修工事費補助事業


３　変更等の内容








番　　号
年	月	日


様


東洋町住宅耐震改修費等補助事業変更決定通知書


　　　　年　　月　　日付け補助事業変更等承認申請については、変更内容を承認したので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第８条第２項の規定に基づき通知します。

記


・変更等の内容



第８号様式（第９条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


東洋町長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


東洋町住宅耐震改修設計費補助事業実績報告書


　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　号によって　交付決定・変更承認　を受けた東洋町住宅耐震改修設計費補助事業について、補助事業が完了したので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　記


１　耐震改修設計費実績額　　　　金　　　　　　　　　円

２　事業完了年月日　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

３　添付書類
　　（１）　位置図、配置図、平面図等
（２）　改修工事後の想定耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、精密診断法
による改修工事後の想定耐震診断報告書）
　　（３）　設計代金請求書（写し）
（４）　補助対象経費にかかる領収書（写し）
　　（５）　補助対象経費から補助金相当額を控除した額の領収書（写し。ただし、補助対象経費が
補助金相当額と同じである場合を除く。）
※添付書類については、補助金の受取を申請者が行う場合は（４）を、補助金の受取を耐震改修事業者に委任する場合は（５）を、添付してください。



第９号様式（第９条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　東洋町長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


東洋町住宅耐震改修工事費補助事業実績報告書


　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　号によって　交付決定・変更承認　を受けた東洋町住宅耐震改修工事費補助事業について、補助事業が完了したので、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　記

１　耐震改修工事費実績額　　　　　金　　　　　　　　　円

２　事業完了年月日　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

３　添付書類
　　　（１）　改修工事後の耐震診断報告書（ただし、木造住宅耐震改修の場合は、選任した
耐震診断士が作成した精密診断法による改修工事後の耐震診断報告書）
　　　　　（２）　竣工図（改修内容の記載されたもの）
　　　　　（３）　写真（耐震改修工事のすべての補強内容が確認できるもの）
　　　　　（４）　工事請負契約書（写し）
　　　　　（５）　工事代金請求書（写し）
　　　　　（６）　補助対象経費にかかる領収書（写し）
　　　　　（７）　補助対象経費から補助金相当額を控除した額の領収書（写し。ただし、補助対象経費が補助金相当額と同じである場合を除く。）
※添付書類については、補助金の受取を申請者が行う場合は（６）を、補助金の受取を耐震改修事業者に委任する場合は（７）を、添付してください。


第１０号様式（第１０条関係）
番　　号
年	月	日


様


東洋町長


東洋町住宅耐震改修設計費補助金確定通知書


　　　　年　　月　　日付けで実績報告のありました補助金については、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。


記



補助金確定金額	金	円


第１１号様式（第１０条関係）
番　　号
年	月	日


様


東洋町長


東洋町住宅耐震改修工事費補助金確定通知書


　　　　年　　月　　日付けで実績報告のありました補助金については、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。


記



補助金確定金額	金	円



第１２号様式（第１２条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　東洋町長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　 　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


東洋町住宅耐震改修設計費補助金交付請求書



　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　号によって確定通知のあった補助金について、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　記


１　補助金交付請求額　　　　　 金　　　　　　　　円（ □ 代理請求及び代理受領 ）

２　振込先
	金融機関・支店
	

	口座種類・番号
	□　普通　　□　当座
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人
	（フリガナ）

	
	










第１３号様式（第１２条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　東洋町長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　  印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


東洋町住宅耐震改修工事費補助金交付請求書




　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　号によって確定通知のあった補助金について、東洋町住宅耐震改修費等補助金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　記


１　補助金交付請求額　　　　　　　金　　　　　　　　円（ □ 代理請求及び代理受領 ）

２　振込先
	金融機関・支店
	

	口座種類・番号
	□　普通　　□　当座
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人
	（フリガナ）

	
	







第１４号様式（第１２条関係）
　　　　年　　月　　日

　　東洋町長　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　委任者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　 　 印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名）


代理請求及び代理受領に関する委任状


下記のとおり、　　　　年　　月　　日付け　東洋町指令総務第　　　号にて確定通知のあった補助金（金　　　　　　　　円）の請求及び受領について、耐震改修事業者に委任します。


記
　
　　
受任者（耐震改修事業者）
　　　　　　　　〒
　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　













